
◆拒絶理由通知書の行間から審査官の意図を正しく読み取るには、その判断基準となる特許審査基準を
学ぶことが不可欠です。
◆本講座では、知財実務担当者・法務関係者を対象に、新規性・進歩性が判断された事例を交えながら
特許審査基準を詳細に解説します。
◆具体的には、まず特許審査基準の位置づけを確認するために、特許審査に関わる法令・審査基準・ハンド
ブックの関係性を俯瞰します。次に、特許審査基準における新規性・進歩性の判断手法について、関連する
判例のポイントを押さえつつより深く掘り下げて考察します。
◆さらに、特許審査基準の考え方の活用例を示すことにより、本講座の内容を単なる知見とするだけでなく、
得られた知見を実務に活かしていく方法を模索します。
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Ⅰ.新規性（1日目）
１．新規性とは
２．本願発明の認定
３．引用発明の認定
４．新規性の判断手法
５．プロダクト・バイ・プロセスクレームの考え方
６．用途発明の考え方

II.進歩性（2日目）
１．進歩性とは
２．進歩性の判断手法
３．当業者
４．論理付けのための主な要素
５．数値限定発明
６．選択発明

※関連判決の紹介を随時交えます


